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主 文 

１ 被告は、原告に対し、３７６６万２２４０円及びこれに対する令和

４年３月１日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支

払え。 

２ 被告は、原告に対し、４１万６５６２円及びこれに対する令和４年5 

３月１日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

５ この判決は、第１、２項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 10 

第１ 請求 

１ 主文第１項同旨 

２ 被告は、原告に対し、４１万６５６３円及びこれに対する令和４年３月１日

から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 15 

 本件は、原告が、被告に対して令和２年度分及び令和３年度分のふるさと納

税の返礼品の発注等に関する業務を委託したところ、被告は令和２年度分の返

礼品の一部を発送することができず、当該債務不履行について原告が被告に対

して支払った委託料相当の損害が発生し、また、令和３年度分について委託業

務の被告による履行は不能であったから原告は契約を解除したと主張して、被20 

告に対し、令和２年度分の契約について、主位的に債務不履行に基づく損害賠

償請求として、予備的に民法６５６条及び６４６条に基づく前払費用の返還請

求として、３７６６万２２４０円及びこれに対する履行期限の翌日である令和

４年３月１日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損

害金の支払を求めるとともに、令和３年度分の業務委託契約に基づく解除に伴25 

う違約金として４１万６５６３円及びこれに対する履行期限の翌日である令和
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４年３月１日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損

害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実（証拠掲記のない事実は争いがない。） 

⑴ 原告は、地方自治法上の地方公共団体である。 

 被告は、各種商品に関する貿易業、売買業、問屋業、代理業並びに仲立業5 

等を目的とする株式会社である。 

⑵ 原告は、令和２年４月１日、被告との間で、ふるさと納税の返礼品の発注

等に関する以下の内容の業務委託契約を締結した（以下、この契約を「令和

２年契約」という。）。 

  委託期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 10 

  委 託 料 通常寄附額の８％、災害支援寄附額の１％（いずれも消費税及

び地方消費税を含まない。甲２の１） 

  業務内容 ①返礼品の発注に関すること 

       ②返礼品の購入及び発送に関すること 

       ③寄附者等からの問合せ、苦情等への対応に関すること等 15 

⑶ 原告は、令和３年４月１日、被告との間で、ふるさと納税の返礼品の発注

等に関する以下の内容の業務委託契約を締結した（以下、この契約を「令和

３年契約」という。）。 

  委託期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

  委 託 料 通常寄附額の８％、災害支援寄附額の１％（いずれも消費税及20 

び地方消費税を含まない。甲２の２） 

  契約保証金 免除 

  業務内容 ①返礼品の発注に関すること 

       ②返礼品の購入及び発送に関すること 

       ③寄附者等からの問合せ、苦情等への対応に関すること等 25 

⑷ 令和２年契約及び令和３年契約には、以下の各条項がある（甲２の１・
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２）。 

ア １条１項 被告は、業務委託料をもって、委託期間の末日までに委託業

務を完了しなければならない。 

  （２項略） 

イ ６条 被告は、その責に帰すことができない事由により、履行期限まで5 

に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、原告

に対し遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。

ただし、延長日数は原告被告協議して定める。 

ウ ９条１項 原告は、被告が次の各号のいずれかに該当するときは、この

契約を解除することができる。 10 

 １号 被告の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了する

見込みがないとき。 

 ２号 被告がこの契約の条項に違反したとき。 

 （３号以下略） 

エ １３条 被告は、契約保証金を免除されている場合において、第９条第15 

１項の規定により原告が契約を解除したときは、それまでに請求された委

託料の１００分の１０に相当する額を違約金として原告が指定する日まで

に納付しなければならない。 

⑸ 上記委託業務の性質上、返礼品の配送業務については、その完了までに相

応の期間を要する場合があることから、原告は、その完了を見越し、被告に20 

対し、先行して寄付額に応じた委託料を支払っていた。具体的には、被告か

ら送付された請求書に応じて、原告が委託料として支出負担行為・支出命令

をしていた。 

 原告は、被告に対し、令和２年契約に基づく令和２年９月分から令和３年

３月分の委託料として、令和２年契約で定めた通常寄附額の８．８％（消費25 

税及び地方消費税を含む。）の総額１億０９１６万８７５２円を支払った
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（甲５の１の１～甲５の７の２）。 

 また、原告は、被告からの請求に応じ、被告に対し、令和３年契約に基づ

く令和３年４月分から同年８月分の委託料として総額４１６万５６２９円を

支払った（甲５の８の１～甲５の１２の２）。 

⑹ 被告は、令和２年契約に基づき調達・発送すべき以下の返礼品について、5 

少なくとも一部につき、調達・発送をしなかった。 

令和２年度産さがびより １５ｋｇ（以下「さがびより」という。） 

シャインマスカット 約２ｋｇ（以下「シャインマスカット」という。） 

佐賀産和牛・九州産黒毛和牛切り落とし １．６ｋｇ（以下「和牛１．６

ｋｇ」という。） 10 

佐賀産和牛切り落とし １．２ｋｇ（以下「和牛１．２ｋｇ」という。） 

⑺ 原告は、被告が返礼品提供事業者の管理を十分に行わずに返礼品の提供が

遅れていること及び返礼品を提供することができないことが判明したなどと

して、令和３年度の委託業務につき履行不能と判断し、被告に対し、令和３

年８月３１日付けで、令和３年契約を同契約９条１項１号及び２号により解15 

除する旨の意思表示をした。（甲６） 

 原告と被告は、同日付けで、令和３年契約解除後の事務の引継ぎ等につい

て定めた覚書を締結した。（甲１１） 

⑻ 原告は、被告に対し、令和２年契約の未履行部分に係る委託料相当額の損

害賠償金３７６６万２２４０円及び令和３年契約の解除に伴う違約金４１万20 

６５６３円について、令和４年２月２８日を期限として支払うよう通知した

が、期限までに支払はされなかった。 

２ 争点 

⑴ 令和２年契約における解除権の発生 

⑵ 被告の帰責性がないといえるか 25 

⑶ 令和２年契約に係る損害額 
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⑷ 前払費用返還請求の成否（予備的請求関係） 

⑸ 令和３年契約に係る違約金の発生及びその額 

３ 争点に関する当事者の主張 

⑴ 令和２年契約における解除権の発生（争点⑴） 

（原告の主張） 5 

ア さがびより、和牛１．６ｋｇ及び和牛１．２ｋｇについて 

被告は、令和２年契約における返礼品の調達・発送を遅滞していたとこ

ろ、原告は、令和３年６月１８日、被告に対し、「今後の令和２年度寄附

に係る返礼品については、早急に配送体制等を整備、正確な配送計画によ

り事業を実施すること」を要求した。これは、民法５４１条の催告に該当10 

し、その後相当期間内に履行がなかったから、解除権が発生した。 

 仮に催告がなかったとしても、以下の事情により、解除権が発生した。 

 被告は、適切な時期に返礼品の調達・発送ができなかったため、「市や

その特産品等のＰＲを通じ、地域の活性化に寄与する」という目的を達成

することができないことが明らかであったから、「債務の一部が不能であ15 

る場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し

た場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき」（民法５４２条１項３号）に該当した。 

 また、返礼品は、履行期限を順守しなければ、市を応援してくれた寄付

者の期待と信頼に応えることができなくなり、上記の目的達成もできなく20 

なる。このように、履行期限の順守は契約の性質上求められており、また

当事者双方が前提としていたにもかかわらず、被告は自ら確約した履行期

限を順守できなかったのであり、「契約の性質又は当事者の意思表示によ

り、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達

することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経25 

過したとき」（同項４号）に該当した。 
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   イ シャインマスカットについて 

 シャインマスカットについては、履行期限が令和３年８月中旬から同年

１０月までとされていたが、被告は、具体的な調達先を提案することなく、

履行期限が経過した。そのため、上記ア同様、民法５４２条１項３号又は

４号により、解除権が発生した。 5 

（被告の主張） 

 解除の前提となる催告は、解除が契約関係を一方的に破棄する重大な行為

であるから、不履行をしている債務者にもう一度考え直す機会を与えるもの

であって、それに見合った内容を伴っていなければならない。しかし、原告

の主張する催告は、一般的な依頼書を根拠としており、契約関係を一方的に10 

破棄する可能性を予期させるものではなく、債務者にもう一度考え直す機会

を与えるものとはいい難い。したがって、民法５４１条の催告には該当しな

い。 

 本件で問題となる返礼品はいずれも種類物であるから、それらの商品の発

送はおよそ履行不能とはならない。また、令和２年契約の主要な目的は、寄15 

付者から寄付金を集めて、それを原告の税収とすることにあるところ、被告

による商品の発送が遅れたからといって、寄付者から集めた寄付金を返還し

なければならないわけではなく、原告の税収が減少するわけでもないから、

令和２年契約をした主要な目的を達成したことは変わりがない。したがって、

被告による商品の発送が遅れた状態であっても、令和２年契約をした目的を20 

達することができなかったとはいえない。また、契約の性質により、一定の

期限までに履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合に

は当たらないし、当事者の意思表示により、一定の期限までに履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合に当たるともいえない。 

 したがって、令和２年契約において、解除権は発生していない。 25 

⑵ 被告の帰責性がないといえるか（争点⑵） 
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（被告の主張） 

 被告は、令和３年４月頃、肉に関しては有限会社トミヤフーズから、米に

関してはＪＡから調達できるように具体的に交渉を行っており、原告に対し

ても、具体的な出荷計画表を示して、業者変更の提案を行ったが、原告は受

け入れなかった。 5 

 被告は、同年５月にも、米について他の事業者への変更の提案を行った。

肉についても、同時期頃に、業者変更の提案を具体的に行ったが、原告は受

け入れなかった。 

 被告は、同年７月、肉の調達に関し、被告は明治屋産業株式会社と交渉し

ていたが、結局、同月２０日に原告が独自に調達業者である株式会社有明・10 

潮風ファームを選定したため、明治屋産業株式会社との交渉は打ち切られた。 

 このように、被告は原告に対し、業者変更の具体的提案を行ったにもかか

わらず、原告が受け入れなかったのであるから、被告に調達業者変更に関し

裁量権はなく、履行遅滞について、被告の責めに帰すべき事由があるとはい

えない。 15 

（原告の主張） 

 被告が原告に対し、具体的に調達業者の変更提案を行ったことはなかった。

返礼品の調達・発送が遅延している状況下で、仮に、被告から返礼品の調達

先として支障のない具体的な調達業者の変更提案がなされていれば、寄付者

との間で責めを負うのは被告ではなく原告であるのだから、理由なく拒むこ20 

とはあり得なかったはずである。 

 履行遅滞について被告に帰責性があるのは明らかである。 

⑶ 令和２年契約に係る損害額（争点⑶） 

（原告の主張） 

 原告が被告に対して支払った委託料は、履行期限までに委託業務を完了し25 

たことの対価であって、被告が委託業務を履行しなかったり、その履行が不
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完全なものであったり、履行期限までに委託業務を完了することができなけ

れば、前払いされていた委託料相当額は支払う必要のない無駄な経費となる

から、その全額が債務不履行によって生じた損害となる。 

 本件では、令和２年９月分から令和３年３月分の委託料として原告が被告

に支払ったもののうち、委託料３７６６万２２４０円分に係る委託業務を被5 

告は履行していない。 

 したがって、令和２年契約に係る損害額は、３７６６万２２４０円となる。 

（被告の主張） 

 履行に代わる損害賠償は、債務の本旨に従った履行がなされていたのであ

れば、債権者が得ていたであろう利益（履行利益）の賠償を意味するが、被10 

告の返礼品の発送が遅れたからといって、寄付者から集めた寄付金を寄付者

に返還しなければならないわけではなく、また、原告の税収が減少すること

にもならないから、原告は既に履行に代わる利益を得ているといえる。 

 また、原告は、被告が寄付者に発送することができなくなった返礼品を、

代わりに寄付者に発送し、その分の商品代金と発送費用の支払を余儀なくさ15 

れている。しかし、他方で、原告は、被告に対し、寄付額の３６．５％程度

の送料を含んだ商品代金の支払を免れているのであるから、原告が支払を余

儀なくされた商品代金と発送費用も、原告の損害となることはない。 

 よって、令和２年契約に関し、原告に損害が生じたとはいえない。 

⑷ 前払費用返還請求の成否（争点⑷） 20 

（原告の主張） 

 原告は、令和２年契約に基づき、被告に対し、令和２年９月分から令和３

年３月分の委託料として合計１億０９１６万８７５２円を前払いしていると

ころ、被告は、令和２年９月分から令和３年３月分のうち、委託料３７６６

万２２４０円分に係る委託業務を履行していない。したがって、原告は、被25 

告に対し、民法６５６条、６４６条に基づき、被告が委託業務を履行してい
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ない部分につき、前払費用である当該委託料の返還を求めることができる。 

（被告の主張） 

 民法６４６条１項の「委任事務を処理するに当たって受け取った金銭」と

は、第三者から受け取った金銭が想定されており、委任者から受け取った金

銭は含まれないと解すべきである。 5 

 仮に、委任者から受領した金銭が含まれるとしても、事務処理のために委

任者が実費等を予納し、委任事務終了後に残額を返還する場合等が想定され

ており、本件のような、委任事務との対価性が認められる委託料といったも

のは想定されていないと考えられる。 

⑸ 令和３年契約に係る違約金の発生及びその額（争点⑸） 10 

（原告の主張） 

 令和３年契約に関し、被告から、令和２年度分からの返礼品の変更を求め

る返礼品提案書が提出されることはなく、具体的な調達先の変更が示された

こともなかった。そのため、返礼品の品目は令和２年度と重複するものがあ

り、また、令和２年度と同様、アースグロー株式会社（以下「アースグロー」15 

という。）や株式会社ｓａｇａグル（以下「ｓａｇａグル」という。）から

調達することになっていたものもあった。しかし、これら２社からの調達に

重大な支障が生じていることは明らかであったところ、被告からこれを解消

する手段などは何ら講じられなかったので、被告の責めに帰する事由により

履行期限までに委託業務を完了する見込みがないことは明らかであった。そ20 

のため、原告は、令和３年契約について令和３年契約９条１項１号、２号に

より解除した。 

 実際、配送の履行期限にかかわらず、当事者双方が、上記の事情により令

和３年契約を解除することを前提として、解除後の残務整理について当事者

双方で覚書を取り交わしていた。 25 

 原告は、令和３年４月分から同年８月分の委託料として、被告から合計４
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１６万５６２９円の請求を受け、これを被告に対して支払った。令和３年契

約においては、原告が令和３年契約９条１項により令和３年契約を解除した

ときは、それまでに請求された委託料の１００分の１０に相当する額を違約

金として納付することになっていたのであるから、違約金の額は、４１万６

５６３円となる。 5 

（被告の主張） 

 原告も認めるとおり、令和３年契約における履行期限間近の寄付への対応

や、履行期限を超過する予約への対応が必要であることから、令和３年契約

に係る業務の履行期限も令和４年３月３１日と厳格に決まっていたものでは

なかった。そうすると、令和３年８月３１日の時点で、令和３年契約９条１10 

項１号、２号の解除原因があったとはいえない。 

 違約金の額については否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実、証拠（掲記のもののほか、甲１９、２０、乙８、証人Ａ、証15 

人Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

⑴ 原告は、令和２年９月１日から、和牛１．２ｋｇを返礼品として寄付を募

集した（寄付金額１万円）。寄付者に対し、返礼品は、遅くとも入金確認後

１５０日以降に順次発送するとの案内がされており、この返礼品の提供は、

返礼品提供事業者であるアースグローが行うこととなっていた。 20 

 原告は、同年１２月９日から、和牛１．６ｋｇを返礼品として寄付を募集

した（寄付金額１万円）。寄付者に対し、返礼品は、令和３年３月下旬以降

申込順で順次発送するとの案内がされており、この返礼品の提供もアースグ

ローが行うこととなっていた。 

 原告は、令和２年１２月１８日から、従前よりも増量して、さがびよりを25 

返礼品として寄付を募集した（寄付金額１万円）。寄付者に対し、返礼品は、
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令和３年３月下旬以降順次発送するとの案内がされており、この返礼品の提

供は、返礼品提供事業者であるｓａｇａグルが行うこととなっていた。 

 その他、原告は、令和２年にシャインマスカットを返礼品として寄付を募

集した（寄付金額１万５０００円）。寄付者に対し、返礼品は令和３年８月

中旬から同年１０月までに順次発送するとの案内がされており、この返礼品5 

の提供もｓａｇａグルが行うこととなっていた。 

⑵ 原告は、令和３年４月から５月、返礼品であるさがびより、和牛１．２ｋ

ｇ及び和牛１．６ｋｇの出荷が遅延していることを把握した。 

 原告とアースグローは、同年５月１３日、返礼品であるさがびより、和牛

１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇの出荷遅延について打合せをし、以後の対応10 

について検討した。（乙２の１） 

 原告と被告は、同月１４日、返礼品の出荷遅延について打合せをし、原告

は、被告に対し、対応案を考えるよう依頼した。（乙２の２） 

 原告は、同年６月１８日、被告に対し、令和２年度寄付に係る返礼品につ

いて早急に配送体制等を整備し、正確な配送計画で事業を実施するなど、適15 

正に業務を遂行するよう求める書面を交付した。（甲１６） 

⑶ 被告は、令和３年６月２８日、原告の市長に対し、返礼品であるさがびよ

り、和牛１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇについてそれぞれ以下のとおり記載

した確約書を作成し、差し入れた。 

ア さがびよりについて（甲４の１） 20 

（ア）令和３年６月２５日時点の処理状況 

   寄附件数 １万９４８２件 

   既配送済件数 ４２９７件 

   配送予定件数 ８１５５件 

   配送不可能件数 ７０３０件（寄付金の返還１件を含む。） 25 

（イ）今後の対応 
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上記配送予定件数の返礼品については、令和３年８月１５日までに寄

付者へ配送し、上記配送不可能件数の返礼品については、原告と別途協

議する。 

イ 和牛１．２ｋｇについて（甲４の２） 

（ア）令和３年６月２５日時点の処理状況 5 

   寄附件数 ３万３９４４件 

   既配送済件数 １万８４８７件 

   配送予定件数 １万３８６０件 

   配送予定未確定件数 １５９７件 

（イ）今後の対応 10 

上記配送予定件数及び配送予定未確定件数の返礼品については、令和

３年８月末までに寄付者へ配送する。 

ウ 和牛１．６ｋｇについて（甲４の３） 

（ア）令和３年６月２５日時点の処理状況 

   寄附件数 ３０４４件 15 

   既配送済件数 ７１７件 

   配送予定件数 ２３２７件 

（イ）今後の対応 

上記配送予定件数の返礼品については、令和３年７月末までに寄付者

へ配送する。 20 

⑷ 原告は、令和３年７月１６日、返礼品の発送遅滞について、市長の記者会

見を開くとともに、原告のホームページに公表した。（甲１５の２・３、乙

８） 

 また、原告は、同月以降、寄付者に対し、返礼品の発送遅滞についてお詫

びする旨の電子メールを送信し、書面を送付するなどした。（甲１５の２～25 

４） 
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⑸ 原告は、被告による返礼品の調達・発送が遅滞していたことから、返礼品

提供事業者以外の業者からも同様の商品の見積もりを取ることとした。しか

し、以下のとおり、いずれの見積もりも、地方税法に定める返礼品等の調達

に要する費用（寄付金の額の３割以下）を大きく上回るものであった。 

ア 原告は、令和３年７月１９日、株式会社有明・潮風ファームから以下の5 

内容の見積書の提出を受けた。（甲１３の１、甲１４の３） 

 佐賀産和牛切り落とし１．２ｋｇ 品代税込５１００円、送料税込１０

００円、合計６１００円 

 和牛切り落とし１．６ｋｇ（佐賀産８００ｇ、九州産８００ｇ） 品代

税込５５００円、送料税込１０００円、合計６５００円 10 

 令和２年産さがびより１５ｋｇ 品代税込７０００円、送料税込１００

０円、合計８０００円 

 令和３年産さがびより１５ｋｇ 品代税込４２７５円、送料税込１００

０円、合計５２７５円 

イ 原告は、令和３年７月１９日、株式会社プライムフードから以下の内容15 

の見積書の提出を受けた。（甲１３の２） 

 佐賀産和牛切り落とし１２００ｇ 価格税込５４００円 

 和牛切り落とし（佐賀産８００ｇ、九州産８００ｇ） 価格税込５８０

０円 

ウ 原告は、令和３年８月３日、株式会社ＪＡ食糧さがから以下の内容の見20 

積書の提出を受けた。（甲１４の２） 

 令和３年産さがびより５ｋｇ×３ 納入価格４９６８円（ただし仮価格。

運賃を含まない。） 

エ 原告は、令和３年７月１８日、株式会社カワダ米穀から以下の内容の見

積書の提出を受けた。（甲１４の４） 25 

 令和２年度佐賀県産さがびより１５ｋｇ 単価税抜７５００円 
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 令和３年度佐賀県産さがびより１５ｋｇ 単価税抜４７００円 

⑹ 令和２年契約に基づき、被告が返礼品を調達・発送すべきもののうち、さ

がびよりについて１万１９１５件が、和牛１．２ｋｇについて１万３８６９

件が、和牛１．６ｋｇについて１０６３件が、シャインマスカットについて

１万０６３４件が履行されなかった。（甲３の１～４） 5 

 これらについて、原告が被告に対して支払った委託料の合計は、３７６６

万２２４０円である。 

⑺ 原告は、当初の返礼品が調達・発送できなかった寄付者に対しては、法令

の範囲内の費用で調達可能な物品を改めて複数示し、その中から返礼品を選

択してもらうか、もしくは寄付金を返還するという提案をした。 10 

２ 争点に対する判断 

⑴ 争点⑴（令和２年契約における解除権の発生）について 

ア 上記認定事実⑵のとおり、原告は、令和３年６月１８日、被告に対し、

令和２年度寄付に係る返礼品について早急に配送体制等を整備し、正確な

配送計画で事業を実施するなど、適正に業務を遂行するよう求める書面を15 

交付したと認められるところ、原告は、これが被告に対する催告（民法５

４１条）に該当すると主張する。 

 そこで検討するに、本件の経緯に照らせば、令和３年６月１８日の時点

では、返礼品であるさがびより、和牛１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇにつ

いていずれも発送遅滞が明らかになっており、早急に対応が必要であるこ20 

とは、原告も被告も認識していたものと認められる。そのような状況で、

原告は、被告に対し、早急に配送体制等を整備し、正確な配送計画で事業

を実施するなど、適正に業務を遂行するよう求める書面を交付したのであ

るから、これは、発送遅滞が明らかになっていた上記各返礼品について、

早急な調達・発送を求めたものであると理解するのが通常であると考えら25 

れる。そうすると、これは、原告が被告に対して返礼品の調達・発送とい
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う債務の履行を求めるものとして、「催告」に該当するものと認めるのが

相当である。 

 この点、被告は、上記書面は一般的な依頼書にとどまり、契約関係を一

方的に破棄する可能性を予期させるものではなく、債務者にもう一度考え

直す機会を与えるものとはいい難い旨主張する。しかし、原告と被告の当5 

時の認識状況に照らせば、上記書面を一般的な依頼書にとどまるものと解

釈するのは相当ではない。そして、上記書面は、契約に基づく債務の履行

を求めるものであるから、被告の主張を踏まえても、催告に該当するとの

上記結論は左右されない。 

 被告は、同月２８日に原告に対して確約書を差し入れており、その中で、10 

配送可能な返礼品については、令和３年７月末、同年８月１５日、又は同

月末までに配送することを確約しているのであって（上記認定事実⑶）、

遅くとも同日の経過をもって、催告後の相当期間が経過したものと認める

ことができる。 

 以上によれば、令和２年契約について、配送が未了のさがびより、和牛15 

１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇについての部分は、解除権が発生したとい

うべきである。 

イ 仮に催告があったと認められなかったとしても、原告は、民法５４２条

１項３号又は４号により、令和２年契約のうち履行されなかった部分の解

除権が発生した旨主張する。 20 

 本件についてみるに、原告は、被告に対し、配送が未了のさがびより、

和牛１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇについて履行を催告し、それに応じて、

被告は、返礼品について、さがびよりの一部を除き、令和３年７月末、同

年８月１５日、又は同月末までに配送することを確約している（上記認定

事実⑶）。そして、令和２年契約による委託業務は、ふるさと納税制度の25 

活用により、原告の取組を応援する寄付者を広く募るとともに、原告やそ
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の特産品等のＰＲを通じ、地域の活性化に寄与することを目的とするもの

（甲２の１・５頁）と認められる一方で、上記のとおり確約した配送期限

が到来する前である令和３年７月中旬の時点で、返礼品の発送遅滞が広く

知られるところとなり、原告は、市長の記者会見を開き、また、寄付者に

対する個別のお詫び文書を送付するなどしている（上記認定事実⑷）。こ5 

のような事情からすれば、上記のとおり確約した配送期限までに返礼品の

配送ができない場合には、令和２年契約をした目的を達することができな

いものと評価できるというべきである。 

 また、シャインマスカットについても、令和３年８月中旬から同年１０

月までに順次発送すると履行期限が定められていたところ（上記認定事実10 

⑴）、被告が調達・発送すべきシャインマスカット以外の返礼品について、

上記のような状況になっていたことに鑑みれば、シャインマスカットにつ

いても、発送ができないまま履行期限を徒過することとなれば、令和２年

契約をした目的を達することができないものと評価できるというべきであ

る。 15 

 そして、返礼品であるさがびより、和牛１．２ｋｇ、和牛１．６ｋｇ及

びシャインマスカットのいずれについても、十分な履行がされないまま上

記の各履行期限を経過しているから、履行されていないものについては、

いずれも「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合20 

において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき」（民法５４

２条１項４号）に該当するものとして、解除権が発生したと認めることが

できる。 

⑵ 争点⑵（被告の帰責性がないといえるか）について 

 令和２年契約において、受託者である被告は、返礼品の調達及び発送の債25 

務を負うところ、本件では、この債務を十分に履行することができていない。
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そして、その原因は、返礼品提供業者であるアースグロー及びｓａｇａグル

が返礼品の調達等に失敗したためであると認められるものの、被告は、上記

債務を負う令和２年契約の受託者として、返礼品が適切に調達・発送される

ように調整する必要があるのであって、アースグロー及びｓａｇａグルの返

礼品調達等の失敗について、被告がその責めを負うものといわざるを得ない。 5 

 この点について、被告は、令和２年契約に係る委託業務を実質的に行って

いたのはアースグローであるという趣旨の主張をするが、仮にそうであった

としても、令和２年契約の当事者である被告が責めを免れることにはならな

いというべきである。 

 また、被告は、原告に対して、返礼品調達業者の変更に関する具体的提案10 

を行ったにもかかわらず、原告が受け入れなかったから、履行遅滞について

被告の帰責性はない旨主張する。この点について、証拠（乙５）によれば、

被告が、令和３年７月頃、返礼品である和牛１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇ

の調達に関し、明治屋産業株式会社と何らかの協議をしていたことは窺われ

るものの、原告に対して、受入れ可能な具体的な提案をしたことは認めるに15 

足りない。その他、いずれの返礼品についても、被告が、調達先変更につい

て、原告において受入れ可能な具体的な提案を行ったことを認めるに足りる

的確な証拠はないものといわざるを得ないから、この点に関する被告の主張

を採用することはできない。 

 したがって、被告の帰責性がないとはいえない。 20 

⑶ 争点⑶（令和２年契約に係る損害額）について 

 これまで検討したところによれば、原告は、被告に対し、令和２年契約に

ついて「債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる」（民法４

１５条２項柱書）こととなるところ、「履行に代わる損害賠償」とは、債務

の本旨に従った履行がされたならば債権者が得たであろう利益を金銭でてん25 

補することを目的とした損害賠償をいうものと解すべきである。 
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 本件においては、原告が、被告に対して、令和２年契約に基づき業務を委

託したにもかかわらず、その業務の最も重要な部分であると認められる返礼

品の調達・発送が十分履行されなかったこと、被告の当該債務不履行に関し、

原告において市長の会見をはじめとする様々な対応が必要となったこと（上

記認定事実⑷）、それにより、令和２年契約の目的である市やその特産品の5 

ＰＲ、地域の活性化に悪影響を及ぼしたこと、被告が履行しなかった返礼品

の調達については、改めて行うとすると過分の費用が必要となり、法令の範

囲内での調達が困難であったこと（上記認定事実⑸）がいずれも認められる。

また、原告において、最終的には当初の返礼品を調達・発送できないまま、

代替品を示すなど他の方法によったことが認められるが（上記認定事実⑺）、10 

これは、少なくとも一定程度、寄付者の原告に対する期待を裏切り、信頼を

損なうものであったといえる。これらの事情によれば、被告により、返礼品

の調達・発送以外の業務が履行されたものという余地があることを考慮して

も、少なくとも返礼品の調達・発送が不履行となった寄付に係る委託料全額

について、原告の損害となると認めることができる。 15 

 この点に関し、被告は、返礼品の発送が遅れても寄付者に寄付金を返還し

なければならないわけではなく、また、原告の税収が減少することにもなら

ないから、原告は既に履行に代わる利益を得ているといえると主張する。し

かし、原告が被告に対して委託料を支払ったにもかかわらず、被告が債務を

履行できておらず、原告において対応が必要となったのであるから、寄付金20 

返還の要否にかかわらず、原告に損害が発生したと認められるというべきで

ある。 

 また、被告は、原告が支払を余儀なくされた商品代金と発送費用も、いず

れにしても支払う必要のあるものであることなどから、原告の損害となるこ

とはないと主張するが、原告は、商品代金及び発送費用について損害として25 

主張するものではないから、この点は原告の主張する損害に対する適切な反
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論とはいえない。 

 以上によれば、令和２年契約に関し、原告は、被告の債務不履行により、

その不履行があった寄付に係る委託料である３７６６万２２４０円の損害を

被ったと認めることができる。 

⑷ 争点⑸（令和３年契約に係る違約金の発生及びその額）について 5 

 前記前提事実⑺のとおり、原告は、被告に対し、令和３年８月３１日付け

で、被告の責めに帰する事由により履行期限までに委託業務を完了する見込

みがないとして、令和３年契約９条１項１号、２号により、令和３年契約を

解除する旨の意思表示をしたことが認められるが、被告は同号の要件を満た

さないとして、この解除の効力を争う。 10 

 そこで検討するに、これまで認定説示したとおり、被告は、令和２年契約

に基づく返礼品であるさがびより、和牛１．２ｋｇ及び和牛１．６ｋｇの調

達・発送について、履行すべき当初の期限を経過し、原告から催告を受け、

被告自ら履行すべき期限を定めたにもかかわらず、その期限を徒過し、契約

解除が可能な状態となったことが認められる。令和３年８月３１日の時点で15 

は、さがびより及び和牛１．６ｋｇについては上記のとおりであるし、和牛

１．２ｋｇについても、原告による催告後に被告が定めた履行期限の末日に

当たるのであって、全部の履行が見込まれない状況にあったといえる。 

 加えて、令和３年度の原告のふるさと納税についても、返礼品の多くが令

和２年度と同様であり、アースグロー及びｓａｇａグルから調達するものが20 

含まれていたことが認められる。 

 このような状況に照らせば、令和２年契約に基づく返礼品のみならず、令

和３年契約に基づく返礼品についても、被告が履行期限までに調達・発送で

きる見込みはないものと判断されてもやむを得ないところであり、それは被

告の責めに帰すべき事由によるといえる。実際、被告においても、上記原告25 

の解除に対し、履行可能であるなどと主張して解除を争うことはしておらず、
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かえって、契約解除後の事務の引継ぎ等について定めた覚書を締結している

こと（前記前提事実⑺）が認められるのであって、被告においても令和３年

契約に基づく債務の履行ができないと認識していたことが推認されるという

べきである。 

 そうすると、令和３年契約については、その全部を令和３年契約９条１項5 

１号により解除することができるというべきである。 

 これにより令和３年契約１３条の要件を満たすから、原告は、被告に対し、

令和３年契約に基づき被告の請求に応じて原告が支払った委託料４１６万５

６２９円の１００分の１０である４１万６５６２円（円未満切捨て。国等の

債権債務等の金額の端数計算に関する法律２条１項参照）を、違約金として10 

請求できることとなる。 

第４ 結論 

 以上の次第で、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は主

文記載の限度で理由があるから、これを認容すべきであるが、その余の請求は

理由がないから、これを棄却すべきである。なお、棄却部分が僅少であること15 

に鑑み、訴訟費用は全部被告の負担とするのが相当である。 

よって、主文のとおり判決する。 

佐賀地方裁判所武雄支部 
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